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国土交通省関係税制改正要盟について
 

0悶土交通省としては、豊かな暮らしの実現、我が聞の活力側成長力の強化、

低成紫社会の構築等について重点的に要望しているところであるが、本日は

最初に下記代表例を説明し、その他の項目についても税明をさせていただく。 

O現在、「見直しに関する基本方針JIこ基づく要望の再検討を行っているが、

本日配布資料にあるように、 6つのテストに基づく検証を挺掘し、全てクリアし

ていると帯えている O 

oc・0査定理躍については、 f髄詩語整チームjにおける政務官による協議を

申し入れているところで島民今後異体的な協議鑑器禁を行わせていただく。

く本日代表例として説明・議論をさせていただく項目> 

O 住唱取得等資金に採る贈与税非課税梓の拡大  

O 混外建設ブ口ジェクト形成促進税制の創設 

O 地方航控路線維持のための航空機に係る特例措置の砥畏網拡充



平成22年度国土交通省関係税制改正要望随時調整チーム協議事項(国税)
 

No. 要望名
ゼ口次査定

結果

環境対応型海外建設プロジェク卜形成促進税制の創設� D 

2 建設市場開拓型海外建設プロジェク卜形成促進税制の創設� D 

3.4.5 都市機能集約地区(仮称)への特定事業用資産の買換えに係る特例措置の創設� E 

6.7.8 特定都市機能改善施設建替促進計画(仮称)に係る特例措置の創設� E 

9.10 事業用建築物に係る耐震改修促進税制の延長� D 

11.12 高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制の拡充� C 

13 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長� D 

14 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長� B 

15 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の延長� B 

22 

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置等の拡充・延長� 
(1 )住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例の要望 
(2)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の要望� 

B 
D 

24 Jリー卜及びSPC!こ係る登録免許税の特例措置の延長� C 

26 認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減� B 

27 マンション建替事業に係る特例措置の延長� B 

28 
独立行政法人4研究機関(交通安全環境研究所、海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所、電子航法研究所)� 

の統合等に伴う税制上の所要の措置� 
E 

29 交通バリアフリー設備の特別償却制度の拡充及び延長� D 

30 中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却制度又は税額控除制度(中小企業投資促進税制)の延長� C 
31 外航日本人船員に係る所得税の軽減制度の創設� D 

33 国際船舶の所有権保存登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長� D 

34 外貿埠頭公社の民営化に伴い承継する不動産に係る特例措置の創設� D 

35 関西国際空港株式会社に係る登記についての特例措置の延長� D 

36 独立行政法人海上災害防災センターの組織形態見直しに係る非課税措置の創設� E 

37 環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の特例措置の拡充� E 

※ 上 記C判定及びD判定の項目については政治レベルでの協議を申し入れ� 2 



平成22年度国土交通雀関罷税制改正要望随時調整チーム協議事項(地方税金〉


2 
3 

ヰ� 

s 

7 
8 

9 

10 
12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 
22 

議思議名

環境対応、製海外建設プロジェクト形成促進税制の創設� 

慾設市場開拓型海外建設プロジェクト形成促進税制lの創設

都市機能集約地区〔仮称)への特定者繁栄用資療の寅換えに係る特例措霞の創設� 

特定都?有機能改善施設主主替促進計関(仮称〉に係る特例措置の創設

(1 )不動産取得税、鑓入住民税 
(2)法人住民税� 

独立行政法人4研究機爵{交通愛会環渓研究所、海上技鋳安全研究所、港湾受港技術研究所、電子航法研究所}� 
ヘの統合等に伴う税轡j上の所芸警の緩綾

特定地域ふおける一般乗用被害事選送者葬祭の遜工主化人伴う事業所税の非課税捻緩の鋭設� 

外航日本人船員に係る住民税の駿滅毒事j践の創設� 

スーI~-中枢港湾において指定会役者事(民営化会社〉が国の補助金又は無利子食付金Lより新た 1::取得する大規 
模コンテナ埠頭に係る固定資産税・都市計酒税の特例措置の議1J設� 

独tI.行政法人海上災害防止センターの組織形態見直しに係る非課税措穣の創設� 

駅の乗継円滑化のための大規模改良工事!こより取得する鉄道施設に係る課税標準の特例措置の鉱充� 

鉄道軌道輸送高度化事業費繍助会議事後受けて取得する安全性向上設備に係る課税襟準の特例措置の拡充� 

環境性能!こ榎れた自動E巨人対する税制!の適用範閤の拡大

(1)自動車取得税� 

-ヱコカー減税の取扱い 

-ヱコカー減税等の対象!こや愛療を巡加 
(2)怠動主主税� 

スーパー中枢港湾において外資滋養護公社から指定会社等〈民営化会役〉が取得するコンテナ埠頭に係る頭定資獲� 

税及び都市計画税の課税標準の特例議議の拡充� 

高齢者向け優良賃貸住宅建設従軍主税制の延長及び拡充

駅のバリアフリー化のための改良工議により取得した施設k係る課税様療の特例措置の拡充及び延長� 

燦境負荷の小さい自動車等!こ係る税務の特例措置の拡充及び延祭� 

φ適用期限の延長� 

φクリーンディーゼル乗用車のi帥日� 
関内線に就航する航窓機に係i>隷税標準の特例措置の拡充及び延長� 

住宅以外の家屋r::係る不動産取得税の課税標準の特例錆置のま謀議� 

除饗施設等に係る国定資度税の課税稼準の特例措震の延長� 

3譲渡格堤防整嬢に伴う建議警察援に係る課税猿準の特例措置の延祭� 

ゼロ次査定
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平成22年度国土交通省関保税制改正要望随時調整チーム協議事現(地方説(2))
 
23 特定都市河川流域における雨水貯留浅主義総設に係る課税標準の特例措置の延長� O 

24 
認定長期優良往宅に係る軽減錆震の延長� 

(1 )密定資産税 C 

25 住宅に係る省ヱネ改修促進税雪崩iの延長� C 

2告 マンション建替事業iこ係る課税標準の特例捻畿の怒祭� D 

27 防災街区き警備事業iこより従訴の権利者(::与えられる…定の規模の紡災施設建築物iこ対する特例措畿の滋長� O 

新築住宅に対する画定資産税の減額捻讃の滋殿期限の怒長� c 
30 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長� D 

31 居住期財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越捜隊制度の延長� B 

32 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度のE思議� B 
33 住宅に係るバリアフリー改修促進税制の怒長� G 

34 低床型路面積車(::係る課税標準の特例措置の延長� O 

35 
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律Jに義づく鉄滋事業再構築事業を実施する路線に係る諜税襟準の

特例措鐙の延長� 
。

36 補助を受けて主主儀する鉄軌道駅の鮒震補強響楽により取得した鉄道線設!こ係る課税標準の特例措置の延長� O 

37 JR貨物が鉄道貨物輸送の効率化のために取得した機関恵"コンテナ貨車jこ係る課税標準の特例措置の延長� O 

38 JR貨物が鉄道貨物輸送の効率化のために第三セクタ…から儀り受ける鉄道施設に係る課税標準の特例措鐙の慈主義� O 

39 

40 

鉄道建設‘運輸穂設整備支援機構が行う碁盤整鱗警察緩んよりJR貨物が淑得した家屋九係る課税標準の特伊i捻澄の� 

怒祭� 

低燃費かっ低撲出ガス享iこ係る課税様準の特例怨畿の慈祭

B

。� 
42 パス護霊行対策資格助金の交付を受けて取得する粂会パス主総溺1::係る語学課税得意の延長� B 

43 中小食業容が機械等を取得した場合の特別償却繊度及び税綴綴除制度{中小企業投資促進税制}の延長� G 

44 空宇続潟コンァナに係る国定資産税の課税標準の特例滋援の延長� 8 

45 ス…パー中継港湾において外資埠頭公社が所有又は取得するコンテナ簿類(::係る課税標準の特例措置の延長� O 

47 

50 

成倒閣際窓港株式会社が所有する業務用固定資獲に係る課税標準の特例措置の短長� 

議総事業振興助成交付金の継続

O

。
※上記G判定:&びD半IJA:の項目については政治レベルでの協識を申し入れ 4 



平成22年度闇土交通省関保税制改正要望随時頭整チーム協議事事〈倍省庁主務〉
 

| 国税 

16 試験研究費の額が増加した場合等の法人税額等の特別控除 (R&D) 

17 試験研究等を図的とする独立行政法人への寄付金に係る指定寄付金制度の創設 

18 SPCの議事管性用件の一部見直し 

iき 滋芸家機竣における事業用設翁等に係る終溺償却のます象事業の拡充及び延長 

20事 21 若手媛住者等が受け取る援事費社後薬事に係る利子の非課税措置の創設 

23 運筆業活力の溝生及び産業活動の主革新に諸島ずる特別措置法に基づく去を録免許税の特例措震の延長 

32 地震防災対策用資産の取得に関する特例措置

地方税 

5 試験研究等を目的とする独立行政法人への寄付金に係る指定寄付金制度の創設 

11 SPCの導管性用件の一部見夜し 

46 獲j硲処理施設のj温水分離装霊童書撃に意義る課税標準の特例措置の延長 

4事 地媛妨災対策局資産iこ奇襲る課税稼誘患の特例措重量の拡充及び延長 

※ j己記他省庁主務の項呂については別途偽翁庁にで槌時議整チームにおける対応 

5 



国22住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の延長E拡充� G雪国土交通省
(贈与税)一 

合l

ρ 理l

性� 

1.政策体系の中での位置づけ 2.当初の政策目標が既に達成されていないか� 

O 住生活基本計画(平成18年閣議決定)では、国民の多様な居住� 

ニーズに的確に対応することを目指しており、無理のない負担で
居住ニーズに応じた質の高い住宅が確保できるよう、税制上の� 
措置を行うことが位置付けられている。

o r内需を中心とした安定的な経済成長を実現するよう政策運営� 
を行うJ(月例経済報告)、「景気が二番底に陥る懸念を払拭し、
持続的成長経路に復帰する筋道を確かなものとしていくJ(予算
重点指針)との政府方針を踏まえた対応が必要。� 

O 住生活基本計画においては、子育て世帯における誘導居住面積水
準の達成率を平成27年までに50%する等の目標を掲げているところ、
15年度においては37%であり、政策目標が既に達成されているとは言

えない。� 

O 現下の経済情勢は極めて厳しく、内需の柱である住宅市場の活性化
は不可欠。

3.適用件数が僅少、特定の者に偏っていないか� 4.事後評価等における確認状況

有� 
効

性

O 住宅取得等資金の贈与のための相続時精算課税制度の利用� 
者は、� 39. 266人(平成19年)。

O 直近の評価である平成20年度の政策チェックアップ評価書において、
「居住の安定確保と暮らしゃすい居住環境・良質な住宅ストックの形
成」についての政策評価を行い、本特例をはじめとした関連施策が、目
標達成に向けた改善に貢献していることを確認している。� 

O 今後の施策の効果については、適用件数等により適切に評価を実施
していきたい。� 

5.他の支援措置等との役割分担� 6.政策目的達成手段として、的確かつ必要最小限な措置か

相� 

当

性

O 本特例は、高齢者の保有する資産を活用して若年世帯等の住� 
宅取得を促進するための施策であり、同様の政策目的に係る他
の支援措置や義務付け等の該当はない。

-

O 資産移転に対しては高率な贈与税がその妨げになっており、資産移

転とそれによる若年世代の住宅取得を促進するためには、移転の際
の税負担の軽減が適切な手段である。

-.圃 】-- 百・--ー 



!住宅取得等資金お贈与に儲相続時精算謀説制度の特例[嬉与説】 | 
現行総震の機運喜

。建与税q)非課税滋震{鐙霊堂:務長主21年E室入総意義湾総3憲懇害義務J~量{護苦言受:王手完走 15年度}

@澄主義丞滋金主義からの鯵与もます重量

@葬課税絡の主主大(1<1.下の2つの方 2まから滋次〉

@磨年課税の場合 (610万p:j券潔続}


課税対象 z住宅滋得等資金… 5∞方向{役者き粉徽〉
 
-110l.ip:j(義者義援隊〉


争相続時議築謀議の場合 (40∞万防護ド怒号発}

課税対象おお住宅建量得毒事禁罰金… 500万円{俊港特例〉
 

-2500万円(一般枠)
 
-10∞方向(俊宅待}


③適用対象

凶 50rrl以上の住宅の取得‘葉皇室まえ

・住宅の増築、改築、大規模修繕

-・・1軍事'Þ~!軍司副理個刷』阻ll_ 

O一定の資産査銀賓玄j島幸ぎの贈与持政越するの (;U事実だが、今の経済

情勢の下では、こうした限れる金磯首器産警の活問が必要。 

0滅収が僅少で相当の効祭が兇込めるコスト鍾パツオ…マンスのよい対

筆。 

jo受艇は20~30代納…倒的点。

oil蓄額資産家だけの終4票日と主主らないよう、森喜義殺粋鉱大 Jご併せて、麹鐘 

∞n:f9.乏獲ょ与し、姿課税よ盤益丞彊主10苦の住宅事争r-11雲寺華嚢議室譲事詮議

義することをお遊。

①重量産丞遜金童重からの襲撃与を a対象

拡充  i②非課税率李の拡大〈以下のまつの方言まから支襲撃そ}

@麿年課税の場会 (2110l.i内務長寒季語}
課税対象日位当言取得号事3豪雪量一2か007王将{主主主冬季寺領~lI 

-11P1.i内〈滋後援隊r
・穏綴喜寺精算課税の場余 (4500ñp:j~j:.~票数}

課税対象皿住宅耳翼手幕投資金… 2QOOl.ip:jr;住宅特例} 

"'""2!i∞ 7宮内級事争)
，-02宝p:j(住宅緑際立} 

i拡充i③対象iこ省ヱネ改修号事後退 1際 、 、;J 

一一一一 ・50rrl以上の住宅の取得、幾著書7t

・住宅の増築、改築、;;::綴綴修繕

匪省エネ‘限量墨色バリアヲリー改修
 

ながら当省としても意義釜 α

※事走路約絞済対策による紛れおのない緩草寺慰霊主選営を濁るとの予算重点指針とも整会abる税務gt警伊IJq)蕊苦笑・拡充会電話器姿。



宅取得等 資金 に ド課税

【贈与額の分布状況】

0非課税枠を2000万円に拡大し、相続時精算課税制 自宅取得制余 


度の住宅枠1000万円を廃止。贈与税が課されない上 財産階級 人数 構成比 累積比


(人(%)  (%
限は4000万円から4500万円になる。

園 田 園 盟 盟 圃 圃 圃 圃 圃園田初∞万円� E 圃 圃 圃 圃 ・ 四 泊I!iーーーー・措置咽圃圃圃圃圃圃・措置・・93.3国24.615 	 93.3 

1.662 99.6 

96 10004000万円以上の贈与を行っている者は0.4%にすぎず

贈与税の減収見込額(平年ベース)は僅少。
 

【相続税収に与える影響の全体規模】0また、本要望による将来の相続税収は対し、長期間

にわたり発生する影響の全体規模は数十億円と試算
 (影響額) =特例利用者(7.1万人)� x 相続納税者率(4.2%) 

x 平均贈与額(1483万円)� 

x 実効税率(1.4-36.5%) 

x 今回拡大分(500万円分を除外)0いずれにせよ、デー夕、ノウハウをもっ税務当局の助

言もいただきながら、当省としても精査していきたい。 i =数十億円程度 	  | 
| 現行制度 目� 1 新たな対策(見直し要望は下線部� 
0住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置� 

①65歳未満の親からの贈与も対象 E豆tLJl①65歳未満の親からの贈与も対象

②非課税枠の拡大(以下の2つの方法から選択)	 llli3'f ②非課税枠の拡大(以下の2つの方法から選択)

・暦年課税の場合(610万円非課税)	 ・暦年課税の場合(2110万円非課税)

課税対象=住宅取得等資金一 	  500万円(住宅特例)� 課税対象=住宅取得等資金一� 2000万円(住宅特例)� 

- 110万円(基礎控除) - 110万円(基礎控除)

・相続時精算課税の場合� (40∞万円非課税)
課税対象=住宅取得等資金一� 500万円(住宅特例) O .相続時精算課税の場合(45∞万円非課税)

課税対象=住宅取得等資金一泊∞万円(住宅特例)

- 25∞万円(一般枠) - 2500万円(一般枠)
- 1D∞万円(住宅枠)� - 0万円(住宅枠廃止)� 

③適用対象	 亡霊己� ③適用対象
 
+50nf以上の住宅の取得、建替え +50nf以上の住宅の取得、建替え

.住宅の増築、改築、大規模修繕 ・住宅の増築、改築、大規模修繕


・省エネ‘耐震‘バリアフリー改修� 
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。先呂公表された西半摺GDP速報によると、;員襲、幸議

か21年度7-9尭鶏重西半期GDP速報の擁喪]

-霊草半期@IDil速報 l 
三三事事ぴ率{寄与度}� . 

出、設構投資には持ち蔑しお識をがみられる0)(こまざ

し、住宅部門だけがマイナスの寄与襲。� 

0告をい務手が悪いとお声のある相続時精算課税制度
を減じ、贈与非諜税措讃を拡大することによって、少
なくとも単純計算で経清捜及効柴約O.6兆円。� 

全体� ÷ 
畏罰住宅 に_Jt..7. 7 (Jt..0. 

消費� +0.7 (+0省� 4)

輸出� +6.4 (+0. g) 

設備投資� +1.6 (+0.2) 

自信典:肉民票H守資料

0また、こうした大胆な住宅取得慌進襲安打ち出すこが
市場に対する明暗なメッセージとなり、消費者マインド

査車輩。
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0市場開保者からは、� 500万円非課税枠では新規投資

を新たに生み出すカに欠けるとの悶も出ている。

[経清結果の試算概袈] 

OH13改定による非課税枠拡大時の利用者の増加傾向をそ

の玄ま当てはめて試算。� 

e経済効祭 O.6兆円

出 生産量震発{嘉数(1.9ヰ)x き話すこり襲撃言建設(2300nP1) 
x~寺務j事Ilf詰寄替のま語童話数

.特例利用者の滋郊数料1.ヰ万人
口� H13後:iE憾の襲撃絵緩{な14)x!.義行著者H話番数� 

xA委主雪護老議事李/1義行委主言襲警益事李

時精算課税制度の使い勝手の惑い点]� 

.iま定結続λ(7i'.l農)悶の苦苦し合いがまとまらなかった

ヨ相続時鯵害事諜裂はわずらわしい制括主であるから

習相続税措九てもかかるか粉らないため� 

2相続続産が不確定で婚年者がニニ曲E誌を綴まれる� 

.1患の方法{持分霊豊富i!)が安全だかも
・相続対賢官にならないかも

忽鱗与草韓基縫際線(110;;王Pl)を使えなくなるから
霊童書与を記録禽緩iこ残したくない� 

o栂銭時t書家言葉税制度を絞ったがトラヅんが心車窓� 
t話集:{社〉主主宅金E重喜重体i車昔話会3費税

事



宰取得 設 枠 の �  h

非課稜枠の椴拠� 
〈λ}l 

10，000 
8，000 
6，000 
4，000 
2，000 

。非課説枠(J)設定に当たっては、効率的に効果が出る

ように、示Jf自ニーズの高い贈与鶴講をカバーすべき。

。開時l二、贈与は自己資金iこ充てられるから、住宅耳支
持に要する自己資金の平均韻1805万円をカバーす

べき。
{住宅取得資金(平均)]

十→一「…丁
 

施策の妥翁牲について� 
、/ 

。一定の資産を探有する者お諮与を喚轄するのは事実

だが、今治経済情勢の下では、‘・四

産の活F誌が必要。


。しかも、本喪議は減収が犠少と見込まれる一方で、担

当の効果を見込めるコストパフォーマンスぬよい対襲� 

。
熔 

G受腰者は， 20.......30代主年~叉400-700万円台が中心。

4

a

q

d

o 5関� 1，0叩� 1，500 2，;銭湯 2，500 3到lO� 3~00 4，D00(万丹主500

。話話器資金 虜後Jえ会

出決{往}住宅さ主ill!'悶体連合会資斜

4F4FYFぺ〆ナユ炉〆て:vdtp〆_...，.~ _~_ ~~"'l't>

出典:(宇土}不重詰渓流通経 2霊協会� 

怠

噌

m

u

t

B

0

5

0

g

O

4m
。高額資農家だけの特例とならないよう、非課税枠拡
大と併せて、相続畦精算課韓制度の長宅控1000万
円を廃止し、製課税上践が大盤土葬することを部避。

4
4
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困地1 環境対応型海外建設プ口ジェクト形成促進税制の創設(法人税等) 曾置土交通省� 
、� 一司白、〉酔¥ ，一一 円札.，v ‘l いぜ ・� ζ 民

、

理Eh中必b 

'<J，， 姐政策娯奈の中での並鍍づIす� 

。笈毒事議定書においてはs温室効果ガス塑量産自緩い� 990年比� 
6%滋〉が定められているが、」のうち、� CDI¥話題撃の京都メカ ズム
民主主り1.6%削獲を確保することが目標とされていると」ろ〈裏議� 
議定番目標達成計劉(平成17年麗議決定)。

。関連気候変動首脳会合における島山総現減税においては、� 202
。年までに1990年比で温室効果ガス259告を削減するとい室中期

員彊がf表されている。� 

i;;:りに日正矧間縄脚;既}場料収:時間

O~話省の政策喜平綴体系により、五三下の政策 E3穫が設定されているところ。;
"国土交通分野におけるCDMの日本鴎政府怒認件数
平成23年度まで� 15件

有� 
効

4生� 

3.蓮沼件数が犠少、特定の者に縫っていないか� 4線事後詳価等における穣隷状況

0本税制の適用対象となる日本国政府添認を皆得た建設分野にお

けるCDMプロジェクト数1;1::、本説制の導入により倍噌する(理主E
751， 件→導入重量:年3.5件)ことが見込まれており‘適用数が想定

外iこ僅少である等の問題iま考えられない。

。政策目標(建設分野におけるCDMのお本政府主義認件数:平成23年度

まで15件)が遂成されているかについては、当省の政策評鑓体系にお
いて客観的に猿襲撃されることになる。

。なお、� CDMプ口ジxクト自体の特定は務E誌であり、当該プロジェクトに係� 

る期待される温窓効薬ガスの削減黛も計測可能であることから、その

ような意味でも、滋税制の実効性を客観的思議認することは可能であ
ると考えられる。� 

相� 
当

性

5.他の支援措置等との役割分担� 6. 政策醤鈎議成手段として、鈴礁かっ~要最小箆な議設か

O 予算措置としてはCDM事業!こ関する情報交換を行うためのこ

間開会議の閣僚など、� CD獄事業の塗ゑ劉への普及のための霊長嶋� 

づ〈りに罵する支援亀撃を行っており、本専を例議室霊とは一定の役懇

金量が麗られている。

O 本税華111誌、� CDM事業iこ係る旦A2!こ対する最低限の備えを行うという

憲章まで必警警濠小援のもの。



ヌパラシェン埋立場メヲンガス回収・
発電プロジェク卜(施工中)

(アルメニア共和国) 

※� CDM(クリーン開発メカニズム)は、京都議定書で定められた
仕組みの一つで、先進国が途上国内で温室効果ガスの削減プロ
ジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量(クレジット)を先進国
と途上国が分け合うもの。

( 環境対応型海外建設プロジェクト形成促進に係る特例措置の創設(法人税、法人住民税I

地球温暖化問題への対応が世界的規模の共通課題となる中、� 2020年までに1990年比で温室効果ガス25%削減という中期目標達成に向けて、


我が国建設分野における� CDM(クリーン開発メカニズム)プロジェクトの促進を図るため、税制上の特例措置を創設する。


施策の背景岡目的� 

O 我が国の温室効果ガス削減の中期目標達成に向けて、� ¥ 
途上国BCDMプロジェク卜の促進は有力な方策の一つである。� 

先進国A

資金

技術� 

。レγット(削減量)

O しかし、� CDMプロジェクトの実施手続きで予想以上の時間 申請
|糊プロジェクト|と経費を費やすケースが多く、建設分野におけるCDM普及 4一一一一

事の妨げとなっている現状がある。このため、各企業のリスク

を軽減する税制上の支援策を講じる必要がある。
政|五22

業
府|クレジッ a4一一一一 者建設分野におけるCDMプロジェクトは9件(日本政府承認済み)

百茎

|削減量| 

建設分野における� 
¥ ノCDMプロジェクトの例

|税制上の特例措置の内容(法人税、法品邑」
溢血.:=;::幽a・
・

内国法人がCDMプロジェク卜(日本政府承認済案件に限る)を実施する場合、
 
.CDMプロジェクトを実施する外国法人への投融資を行う際、株価低落・貸倒れによる損失に備える、

-自ら実施するCDMプロジェクトが頓挫したために同プロジェクトに要した費用が回収できなくなる損失に備える、


ため、当該株式等の取得価額等の30%以下の金額をCDM事業損失準備金として積立てた場合、当該金額を損金に算入する。� 

i 
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